
《現在の状況（リサイクル法施行以前）》 
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                         金属等 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終ユーザー 
路上放棄

（微々） 
登録制度 
（ 車 体 番

号）で対応 

フロン・エア

バ ッ ク の 不

適正処理 
解体事業者 

シュレッダー事

業者 

最終処分 
埋立（20～25％） 

有

用

部

品 
・ 
有

用

金

属

等

市

場 

逆有償

使用済み自動車の流れ 
金銭の流れ      

極小化 

自動車リサイクル

法で対応 

不法投棄の

懸念 

ディーラー 
中古車販売店 



《リサイクル法案（販売時徴収）での使用済み自動車とそれに伴う金銭の流れ》 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     フロン・エアバック 

引き取り                リユース部品等 

 
     フロン・エアバック 

の回収料金 
 
         求めに応じた                              金属等 
      ASR の引き取り 
 
 
 
        ASR リサイクル委託                         金属等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新車ユーザー 

最終ユーザー 

引取者 
登録

再資源化事業

者     登録 

解体業者 

シュレッダ

ー業者 

ASR リサ

イ ク ル 業

有

用

部

品

市

場 
・ 
有

用

金

属

等

市

場 

資金管理法人 

道
路
運
送
車
両
法
に 

基
づ
く
自
動
車 

抹
消
登
録
制
度 

極小化 使用済み自動車の流れ 
金銭の流れ      

最終処分 
埋立 

自
動
車
製
造
業
者
・
輸
入
業
者 



《廃棄時徴収の場合の使用済み自動車と金銭の流れ》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     フロン・エアバック 

        の引き取り                 リユース部等                
 
     フロン・エアバックの 

     回収料金  
     求めに応じた   
            ASR の引取り                            金属等            
 
 
 
           ASR リサイクル委託 

                     金属等    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

費用徴収拠点の

整 備 の 必 要 性

 

不 法 投 棄

が懸念  
される 

最終ユーザー 

引取者 
登録

再資源化事業

者     登録 

解体業者 

シュレッダ

ー業者 

ASR リサ

イ ク ル 業

有

用

部

品

市

場 
・ 
有

用

金

属

等

市

場 

抹消登録制

度で対応 

極小化 使用済み自動車の流れ 
金銭の流れ      

最終処分 
埋立 

自
動
車
製
造
業
者
・
輸
入
業
者 



《EU における使用済み自動車とそれに伴う金銭の流れ》 

 

処 理 費 用 の 全

て、またはかなり

の部分を負う 

使用済み自動車の流れ 
金銭の流れ      

最終処分 
埋立 

ASR リサ

イ ク ル 業

者 

シュレッダ

ー業者 

解体業者 

再資源化

事業者 

有

用

部

品

市

場 
・ 
有

用

金

属

等

市

場 

メーカー・輸入事

業者 

最終ユーザー

新車ユーザー


